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建築工事監督要領 

（目的） 

第１条 この要領は、愛知県建築局が発注する工事のうち、公営住宅課又は公共建築課が所管す

る工事（以下「工事」という。）の監督に関する必要な事項を定め、監督業務の適切な実施を図

ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において「監督」とは、地方自治法第２３４条の２に規定する「監督」であり、 

 対象工事の契約書及び設計図書（図面、仕様書及び現場説明書並びにこれらに対する質問回答

書をいう。以下同じ。）における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認

及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保することをいう。 

２ この要領において「監督職員」とは、前項に定める「監督」を行なう者をいい、所管事業課長

（当該工事を所管する公営住宅課又は公共建築課の課長をいう。以下同じ。）から任命された

専任監督員、主任監督員及び総括監督員（以下、「監督員」という。）並びに工事監理業務を委

託して行なわせた場合にあっては、工事監理業務の受注者が選任した者を総称していう。 

３ この要領において「工事監理業務」とは、工事監理の契約図書（契約書、監理業務委託共通

仕様書及び監理業務委託特記仕様書）に基づき、設計事務所等が行う業務を指す。 

４ この要領において「管理技術者等」とは、担当工事を対象とする工事監理業務の委託契約が

締結された場合において、当該委託契約の受注者が選任した管理技術者、建築設備資格者及び

担当技術者をいう。 

（監督の体制） 

第３条 監督の体制は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、これによりがたい

場合は、所管事業課長が必要と認める監督の体制によるものとする。 

（1）当初設計金額が250万円以上の工事にあっては、専任監督員、主任監督員及び総括監督員を

置くものとする。 

（2）当初設計金額が250万円未満の工事にあっては、専任監督員及び主任監督員を置くものとす

る。 

（監督員の任命基準） 

第４条 監督員の任命基準は、所管事業課長が工事監督員任命簿（様式１）により次の各号に定 

 めるところによるものとする。ただし、これによりがたい場合は、所管事業課長が適任者と認

める職員を、任命するものとする。 

（1）専任監督員  技師級、主任級、主査級又は課長補佐級の職員 

（2）主任監督員  主査級又は課長補佐級の職員 

（3）総括監督員  課長補佐級又は課長級の職員 

（監督の実施） 

第５条 監督職員は、「工事監督業務表」（別添１）及び「施工プロセス」のチェックリスト（別 

（別紙３）

t371289
スタンプ



2/13

添２）に留意のうえ、 監督を実施するものとする。 

２ 監督職員は、請負者に対する指示、承諾、協議その他の監督行為を、工事監督記録簿（様式

２）に記録し、整備するものとする。また、協議等の内容が設計図書の変更に係るものについ

ては、別に定める愛知県建設部設計変更事務取扱要領によるものとする。 

３ 監督職員は、請負者に対して指示し、又は協議するときは、工事打合簿（様式３）により行

うものとする。 

（監督員の役割分担） 

第６条 専任監督員、主任監督員及び総括監督員は、それぞれ次の各号に掲げる権限を有するも 

 のとする。 

（1）専任監督員 

ア 契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議  

イ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳 

 細図等の承諾    

ウ 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しく 

は検査（確認を含む。） 

エ 関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合における施工の調整 

オ 主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任するものを除 

く。）その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施 

工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるとき、請負者に対して、必要な措 

置をとるべきことの請求 

カ 発注者の意図する業務を完了させるための工事監理業務受注者又は管理技術者等に対す

る業務に関する指示 

キ 監理委託契約約款及び工事監理仕様書の記載内容に関する工事監理業務受注者の確認の

申出又は質問に対する承諾又は回答 

ク 監理委託契約の履行に関する工事監理業務受注者又は管理技術者等との協議 

ケ 工事監理業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約

の履行調査 

コ 上記アからケに関する事項(軽易と判断される事項を除く。)及び設計図書の変更、工事

の中止又は工期変更の必要があると認められる事項の主任監督員への報告 

（2）主任監督員 

ア 重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認 

められる事項の総括監督員への報告 

イ 専任監督員の指導監督及び専任監督員の監督業務の掌理 

ウ 総括監督員を置かない工事においての次号に掲げる権限 

（3）総括監督員 

ア 特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要がある 

 と認められる事項の所管事業課長への報告 

イ 主任監督員及び専任監督員の指導監督並びに監督業務の掌理 
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（工事監理業務受注者との連携） 

第７条 監督員は、担当工事を対象とする工事監理業務の委託契約が締結された場合においては、 

管理技術者等と連携して工事の品質を確保するものとする。また、分担業務については、原則

として工事監督業務表（別添１）に基づき行うものとする。 

（雑則） 

第８条 この要領に定めのない事項については、工事監理業務受注者はその都度監督員と協議す 

 る。また、監督員は必要に応じ所管事業課長の指示を受けるものとする。 
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 附 則 

１ この要領は、昭和５２年４月１日から施行する。 

２ この要領は、昭和５８年４月１日から施行する。 

３ この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

４ この要領は、平成８年７月１日から施行する。 

５ この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

６ この要領は、平成１５年４月１０日から施行する。 

７ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

８ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

９ この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

10 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

11 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

12 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

13 この要領は、令和元年７月１日から施行する。 
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（監督要領）様式第１ 

工 事 監 督 員 任 命 簿 監督員の種類 職  名 氏  名 

総括監督員   

主任監督員   

専任監督員   

任 命 

年月日 

決  裁  欄 

工  事  名 摘  要（工期） 

総括 

監督 

員印 

主任 

監督 

員印 

専任 

監督 

員印 

（注）当初設計金額２５０万円以上の場合は、総括・主任・専任監督員を、当初設計金額２５０万円未満の場合は、主任・専任監督員の任命を行う。 
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（監督要領）様式第２ 

工 事 監 督 記 録 簿 
No.     

工    事    名 
管理技術者印 

又は監督員印 

年 月 日 記    録    事    項 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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（監督要領）様式第３ 
Ｎｏ．

工  事  打  合  簿

発 議 者 □発注者 □請負者・受注者 発議年月日   年  月  日

発議事項

□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出

□その他

（                             ）

工 事 名

（内容）

添付図    葉、その他添付図書

処

理

・

回

答

発

注

者

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。

□その他（         ）

  年  月  日

請
負
者･

受
注
者

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。

□その他（         ）

                年  月  日

監督員 管理技術者 現場代理人
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（監督要領）様式第４ 

  年  月  日 

工  程  報  告  書 （  月） 

            殿 

専任監督員職氏名            印 

 下記工事の工程について別紙のとおり報告します。 

記 

工  事  名 規    模 請  負  者 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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（監督要領）様式第４別紙 

月 進 捗 状 況 報 告 書 
工 事 名    
請 負 者                                                             予定工程線（黒） 
請負代金額                                                             実施工程線（赤） 
工   期   着手     年  月  日   完了     年  月  日 

進 

捗 

率

100                                     

90                                     

80                                     

70                                     

60                                     

50                                     

40                                     

30                                     

20                                     

10                                     

% 

月

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする 
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(監督要領)様式第５ 

  年  月  日 

発 生 物 件 調 書 

            殿 

監督員 所属 

職氏名            印 

 下記工事の発生物件について下表のとおり報告します。 

  工 事 名 

  請 負 者 

  請負代金額  金            円 

  工   期  着手     年  月  日 

         完了     年  月  日 

名 称 材 料 形 状 ・ 寸 法 数 量 摘 要 

受 領 者 欄 

上記発生物件を受領しました。 

     年  月  日   所 属 

               職氏名            印 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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（監督要領）様式第６(１) 

出  来  形  報  告  書 

   工事名又は委託業務名                                  

   路 線 等 の 名 称                                  

   工 事又は業務場所                                  

                           愛知県建築局公共建築部     課 
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（監督要領）様式第６(２) 

設 計 金 額 

出 来 形（％） 

出 来 高 金 額 

工 事 概 要 

工     期  着 手       年  月  日  完 了       年  月  日 

備     考 
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（監督要領）様式第６(３)

名           称 数  量 単位 
設 計 金 額 
出 来 形 ％ 
出 来 高 金 額

備    考 

№     

年  月  日 

 監督員職氏名       印 
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   工事監督業務表

１．目  的

 この工事監督業務表は、工事監理受注者と監督員の業務分担を明確にするとともに、各段

階における工事監理及び監督の方法を示すことを目的とする。

２．適用範囲

 この工事監督業務表は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建

築工事編）」（以下「標仕」という。）及び公共住宅事業者等連絡協議会編集「公共住宅建

設工事共通仕様書」（以下「共仕」という。）を適用した工事に適用する。ただし、工事の

種類、建物用途、構造、規模、施工条件等で、これにより難い場合は他の方法によることが

できる。 

３．工事監理の内容 

工事監理の方法の欄に示された内容は、建築工事監理業務委託契約を行った場合に、同契

約の工事監理受注者が建築工事監理業務委託共通仕様書を活用して標準的工事で標準的に

行う業務を示しているものであり、個別の工事においてはその状況に応じて分担業務を適宜

判断する必要がある。また、工事監理受注者の役割は、設計内容を把握し、設計図書に照ら

した施工図の検討、報告及び工事と設計図書との照合、確認及び報告等を行うことである。 

４．工事監理の方法 

「工事監理の方法」……工事監理行為（検討、照合、確認（書類確認、立会確認）、報告、

提出、参加、その他（把握、立会い））を総称していう。 

①検 討……「施工図（原寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。）、製作見本、模型、

見本施工等」及び「工事材料・設備機器等（当該材料、機器等に係る製造者

及び専門工事業者を含む。）及びそれらの見本」が設計図書の内容に適合し

ているかについて検討すること、又、「工程表」及び「施工計画（工事施工

体制に関する記載を含む。）」について、工事請負契約に定められた工期及

び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討

することをいう。

②照 合……設計図書の内容と工事を照らし合わせることをいう。

③確 認……工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確か

め、実施されていない場合は工事受注者に対し改善を行うよう指示する。 

                                     別添１ 

1)書類確認…施工の各段階で、工事請負契約の定めに基づいて工事受注者等から品質管理

記録が提出される場合において、工事監理受注者がその品質管理記録を設計

図書と照合して確認することにより、当該工事又はその一部を確認すること

をいう。 

2)立会確認…施工の各段階で、工事現場等において、工事監理受注者自らが目視、計測、

試験、触診、聴音等を行う方法、又は工事監理受注者が工事受注者等が行う

これらの行為に立ち会う方法により、当該工事又はその一部を確認すること

をいう。 

(ⅰ)試験

「標仕・共仕」1.4.5「材料の検査に伴う試験」、1.5.6「施工の検査等に伴う試験」

に示される試験のことをいい、立会いにより、工事監理受注者が試験の状況や結果

などを確認すること。

  (ⅱ)目視

    「標仕・共仕」1.4.4「材料の検査等」、1.5.5「施工の検査等」に示される検査の

内容を目視で行う場合のことをいい、立会いにより、工事監理受注者が材料や施工

の状況を確認すること。

  (ⅲ)計測

    「標仕・共仕」1.4.4「材料の検査等」、1.5.5「施工の検査等」に示される検査の

内容を計測で行う場合のことをいい、立会いにより、工事監理受注者が材料や施工

の状況を確認すること。 

④報 告……工事監理受注者が監督員に対し、工事監理業務の遂行に係る事項について、

書面をもって知らせることをいう。

⑤提 出……工事監理受注者が監督員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料

を説明し、差し出すことをいう。

⑥参 加……協議事項について、監督員と工事受注者等が結論を得るための合議に、工事

監理受注者として参加、助言することをいう。 

⑦その他……把握、立会いの工事監理行為。

1)把 握…工事監理受注者等が、工事受注者等が提出又は提示した資料等により、施 

工状況、使用材料、提出資料の内容等について理解し、工事監理受注者が 

契約図書との整合を自ら認識しておくこと。

2)立会い…工事の確認等のため、その場に臨むこと。
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５．工事監理の実施

 工事監理受注者は、工事監督業務表の各項目について技術的に検討のうえ、実施するもの

とする。 

「工事と設計図書との照合及び確認」の実施 

①基本的な考え方 

   工事受注者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に 

定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事受注者 

等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により 

確認を行う。抽出率については、品質管理状況等を考慮し、監督員と協議の上、各工

種ごとに決めることができる。（例：再施工が困難な工種、不可視となる部分、主要

設備機器の搬入据付等の頻度を高くする等。） 

工事受注者の自主検査における合否判定の基となる判断基準について、規格値等を施

工計画に品質管理計画として記載させるとともに内容を検討する。 

 ②具体的方法 

   工事監理受注者は、立会確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用して「工 

事と設計図書との照合及び確認」を行う。 

  1)立会確認 

     原則として、施工の各段階で、その段階で確認する工程について、初回は詳細 

に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された（以下 

「合格した」という。）工程（当該工程が合格したときと同じ材料が使われてい 

るものに限る。）については、抽出による確認とすることができる。 

    「義務立会」：原則として立会確認において、全数立会いを行う。

「抽出立会」：繰り返し工程の初回は「義務立会」とし、以降は監督員と協議の上、

書類確認とすることができる。

  2)書類確認 

     原則として、施工の各段階で、その段階で提出される品質管理記録の内容につ 

いて、初回は詳細に確認を実施し、以降は合格した工程（当該工程が合格した場 

合、同じ材料が使われているものに限る。）については、抽出による確認とする 

ことができる。抽出率等については監督員と協議する。 

  3)具体的な確認方法 

     複数の確認方法が併記されている場合には、これらの確認方法のいずれか一つ又

は複数の方法の組み合わせにより確認する。なお、いずれの方法を採用するかにつ

いては、工事の状況や工事監理の対象となる建築物の特性に応じて、工事監 

理受注者が合理的であると判断した方法を選択する。 

６．監督の方法 

「監督の方法」……監督行為（指示、承諾、協議、立会い、検査、受理、調整、その他（通

知、把握））を総称していう。

①指 示……監督員が工事受注者等に対し、工事の施工上必要な事項を書面によって示す

こと。

②承 諾……契約図書で明示した事項で、工事受注者等が監督員に対し、書面で申し出た

事項について監督員が書面をもって了解すること。

③協 議……書面により契約図書の協議事項について、監督員と工事受注者等が結論を得

るために合議し、その結果を書面に残すこと。

④立会い……契約図書に示された項目について、工事の施工上必要な指示、承諾、協議、

検査及び調整を行うため、監督員がその場に臨むこと。

⑤検 査……契約図書に規定された工事の施工の各段階で工事受注者等が確認した施工

状況、材料の試験結果等について、立会い又は工事受注者等より提出された

品質管理記録に基づき、監督員が設計図書との適否を判断すること。 

⑥受 理……契約図書に基づき工事受注者等の責任において監督員に提出された書面を

受け取り、内容を把握すること。

⑦調 整……監督員が関連する工事との間で、工程・納り・取合等について相互に支障が

ないよう協議し、必要事項を工事受注者等に対し指示すること。

⑧その他……通知、把握の監督行為。

1)通知

監督員が工事受注者等に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知

らせること。 

2)把握

監督員等が、工事受注者等が提出又は提示した資料等により、施工状況、使用材料、

提出資料の内容等について理解し、監督員が契約図書との整合を自ら認識しておく

こと。 

７．監督の実施

 監督員は、工事監督業務表の各項目を参考のうえ、実施するものとする。

８．工事受注者提出資料について

 必要と思われる工事記録の標準例を示しているので、当該工事において工事監理受注者 

が特に必要又は特に必要でないと判断した場合には、監督員と協議の上、適宜対応を行うこ

ととする。



工事監督業務表

１章　一般共通事項

監理業務 業務計画書 ・工事監理体制 ○ ○

・工事監理方針

○ ○

一般事項 契約図書 工事請負契 ・契約書の内容 契約書 ○ ○ ・契約書の内容を把握する。

約書等

・契約書に基づく提出書類の書式 契約書 ・契約工程表 ○ ○ ○ ・提出書類を受理する。

・提出時期 ・現場代理人等通知書

・その他提出書類の原

　本

・現場代理人・主任技術者等の把握 第11条

事務取扱様式23

・現場代理人に対する措置請求 第13条第1項

・主任技術者等に対する措置請求 第13条第2項

・技術提案資料（一般、公募(総合 入札説明 （・技術提案実施 ○ ○ ・技術提案実施計画書の内容を把握する。

　評価落札方式)で採用された内容） 書、公募 　計画書）

の掲示

設計図書 ・質問回答書 1.1.1 ・工事区分一覧表 ○ ○ ・設計図書を把握する。

・現場説明書 (1.1.3)  （関連工事取合い部等 ○ ○ ・設計図書に関し、疑義、現場の納まり等に

・特記仕様書 1.1.6 　の工事区分） 　問題が発生した場合には、関係者と協議

・図面 (1.1.12) ・工事打合せ書 　する。

・標仕 1.1.8 ○ ・その結果必要に応じ、設計変更する事項

(1.1.5) 　及び設計変更に至らない事項を区分し、所

1.3.8 　定の手続きを行う。

(1.2.14) ○ ・設計図書により建設リサイクル法の対象建

　設工事であるか把握する。

○ ○ ・設計図書及び工事関係図書を工事の施工以

　外の目的で第三者に使用させる場合は、内

　容を把握し、承諾する。

・　凡　例

　　○ ：　業務内容に応じた工事監理、監督の方法を示す 　　※１　監督職員：地方自治法第２３４条の２に規定する「監督」を行う者（工事監理業務を兼ねる場合を含む）をいう。

　　● ：　義務立会（工事監理の方法　立会確認欄に適用） 　　　　　　　　　　いわゆる、愛知県財務規則の監督職員、公共建築工事標準仕様書の監督職員のことをいう。

　　◎ ：　抽出立会（工事監理の方法　立会確認欄に適用） 　　※２　監 督 員：工事監理業務委託契約が締結された場合において、所管事業課長（当該工事を所管する公営住宅課又は公共建築課の課長をいう。以下同じ。）から

○→○ ：　工事監理、監督の方法の前後の関係を示す 　　　　　　　　　　任命された職員で、専任監督員、主任監督員及び総括監督員をいう。

　　（写） ：　原本の写しを示す

：　工事監理において特に留意する項目

・主任技術者又は監理技術者が、本工事の競
争参加資格確認申請書に記載した配置予定の
技術者であるか、内容を確認する。

・現場代理人・主任技術者・監理技術者・専
門技術者通知書の内容を把握し、適正である
ことを確認する。

・現場代理人がその職務の執行につき著しく
不適当と認められるときは、理由を付して所
管事業課長に報告する。

・本要領第６条第(1)号オに掲げる権限の行
使に当たっては、その理由を明示した書面に
より行い、速やかに請求の内容を所管事業課
長に報告する。

・技術提案実施計画書の内容を書類確認する。

・提出書類の内容を書類確認する。

・契約書の内容を書類確認する。

・設計図書の内容を把握する。

・設計図書に関し、疑義、現場の納まり等に問
題が発生した場合には、関係者との協議に参加
する。

・設計図書により建設リサイクル法の対象建設
工事であるか把握する。

協
議

建築工事監
理業務委託
共通仕様書

・業務計画書を作成し、監督員に提出する。 ［監督員は業務計画書を受理し、承諾す
る。］

・変更の必要が生じた場合は、監督員と協議す
る。

［監督員は変更の必要が生じた場合、協議す
る。］建築工事監

理業務委託
特記仕様書

参
加

提
出

受
理

報
告

標仕等
当該項目
(公住共

仕)

資　　　　料 写　真

工事監理業務委託契約が締結された場合の

　　　　　　監督員※２の監督実施方法

立会確認 そ
の
他

工　　事　　監　　理　　要　　領試
験

目
視

要　　　　点 計
測

備　考
指
示

調
整

立
会
い

そ
の
他

監　　督　　要　　領
検
査

承
諾

■工事監督業務表の見方

検
討

書
類

確
認

区　分

工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

項　目 細　目

監督の実施方法（監督職員※１の業務）



工事監督業務表

１章　一般共通事項
※｢立会い｣欄　(○)は必要に応じて実施することを意味する

監理業務 業務計画書 ・工事監理体制 ○ ○

・工事監理方針

○ ○

一般事項 契約図書 工事請負契 ・契約書の内容 契約書 ○ ○ ・契約書の内容を把握する。

約書等

・契約書に基づく提出書類の書式 契約書 ・契約工程表 ○ ○ ○ ・提出書類を受理する。

・提出時期 ・現場代理人等通知書

・その他提出書類の原

　本

・現場代理人・主任技術者等の把握 第11条

事務取扱様式23

・現場代理人に対する措置請求 第13条第1項

・主任技術者等に対する措置請求 第13条第2項

・技術提案資料（一般、公募(総合 入札説明 （・技術提案実施 ○ ○ ・技術提案実施計画書の内容を把握する。

　評価落札方式)で採用された内容） 書、公募 　計画書）

の掲示

設計図書 ・質問回答書 1.1.1 ・工事区分一覧表 ○ ○ ・設計図書を把握する。

・現場説明書 (1.1.1)  （関連工事取合い部等 ○ ○ ・設計図書に関し、疑義、現場の納まり等に

・特記仕様書 1.1.6 　の工事区分） 　問題が発生した場合には、関係者と協議

・図面 (1.1.6) ・工事打合せ書 　する。

・標仕 1.1.8 ○ ・その結果必要に応じ、設計変更する事項

(1.1.8) 　及び設計変更に至らない事項を区分し、所

1.3.11 　定の手続きを行う。

(1.3.11) ○ ・設計図書により建設リサイクル法の対象建

　設工事であるか把握する。

○ ○ ・設計図書及び工事関係図書を工事の施工以

　外の目的で第三者に使用させる場合は、内

　容を把握し、承諾する。

○ ○

・指示、承諾及び協議等 第10条

火災保険等 ・保険の種類 契約書 ・火災保険加入状況 ○ ○ ・種別、期間（工期＋１４日）、保険金額を

・加入期間 現場説明 　報告書 　把握する。

書 ・保険証書(写)

第47条

・主任技術者又は監理技術者について、本工事
の競争参加資格確認申請書に記載した配置予定
の技術者であるか、内容を書類確認する。

・主任技術者又は監理技術者について、本工
事の競争参加資格確認申請書に記載した配置
予定の技術者であるか、内容を把握する。

・本要領第６条第(１)号ア、イ及びウに掲げ
る権限の行使に当たっては、設計図書に定め
るところにより、現場状況を把握し、適切に
行う。

・火災保険の内容(種別、期間（工期＋１４
日）、保険金額)を書類確認する。

・本要領第６条第(1)号オに掲げる権限の行
使に当たっては、その理由を明示した書面に
より行い、速やかに請求の内容を所管事業課
長に報告する。

・技術提案実施計画書の内容を書類確認する。

・設計図書の内容を把握する。

・設計図書に関し、疑義、現場の納まり等に問
題が発生した場合には、関係者との協議に参加
する。

・設計図書により建設リサイクル法の対象建設
工事であるか把握する。

・契約書の内容を書類確認する。

・提出書類の内容を書類確認する。

・主任技術者又は監理技術者が、本工事の競
争参加資格確認申請書に記載した配置予定の
技術者であるか、内容を確認する。

・現場代理人・主任技術者・監理技術者・専
門技術者通知書の内容を把握し、適正である
ことを確認する。

・現場代理人がその職務の執行につき著しく
不適当と認められるときは、理由を付して所
管事業課長に報告する。

建築工事監
理業務委託
共通仕様書

・業務計画書を作成し、監督員に提出する。 ［監督員は業務計画書を受理し、承諾す
る。］

・変更の必要が生じた場合は、監督員と協議す
る。

［監督員は変更の必要が生じた場合、協議す
る。］建築工事監

理業務委託
特記仕様書

試
験

目
視

計
測

提
出

受
理

検
査

報
告

項　目 細　目 要　　　　点

標仕等
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仕)

資　　　　料 写　真
承
諾

工事監理業務委託契約が締結された場合の
監督員の監督実施方法
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工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法
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工事監督業務表

１章　一般共通事項
※｢立会い｣欄　(○)は必要に応じて実施することを意味する

試
験

目
視

計
測
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出

受
理

検
査

報
告

項　目 細　目 要　　　　点

標仕等
当該項目
(公住共

仕)

資　　　　料 写　真
承
諾

工事監理業務委託契約が締結された場合の
監督員の監督実施方法

そ
の
他

工　　事　　監　　理　　要　　領
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加

備　考
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い
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監　　督　　要　　領
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類
確

認

立会確認
協
議

指
示

区　分

工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

(つづき) 契約図書 建設業退職 ・該当者の有無 現場説明 ・発注者用掛金収納書 掲示状況 ○ ◎ ○ ・全下請けを含め、退職金制度該当者の有無

一般事項 金共済制度 ・受払状況 書 (写)又は不購入申告書 　を把握する。

・退職金制度加入証 ・建設業退職金共済制度該当者がいる場合、

　(写) 　購入枚数、使用枚数を把握する。

・受払簿 ・適用事業標識掲示を把握する。

官公署その 提出書類 ・書式 1.1.3 ・提出書類 ○ ○ ・提出書類を受理する。

他への届出 ・提出先 (1.1.3) ・許可書等

手続等 ・提出時期

・検査時期

工事実績情 登録の手続 ・登録内容 1.1.4 ・登録資料（受注時）  ○ ○ ○

報の登録 (500万円 ・専任状況(500万円以上の契約) (1.1.4) ・登録内容確認書(写)

以上の契 　　　　　（受注時）

約） ・登録内容確認書(写)

　　　　　（変更時）  （登録期間には土、日、祝日を含まない）

・登録内容確認書(写) 　受注時）契約締結後１０日以内

　　　　　（完成時） 　変更時）契約変更、技術者の変更後１０日

　以内

　工事完成時）工事完成後１０日以内

○ （・主任（監理）技術者の専任をコリンズに

　て把握する。）

書類の書式 書類の書式 ・書式（提出部数） 1.1.5 ○ ○

等 (1.1.5)

施工体制台 ・施工体制台帳 1.1.5 ・施工体制報告書 ○ ○ ○ ○ ○

帳等 ・施工体系図 (1.1.5)  （施工体制台帳)(写)

 （施工体系図)(写)

・下請負の把握 第7条

事務取扱様式45

別契約の関 ・施工上密接に関連する工事 1.1.7 ○ ・設計図書の内容を把握する。 ○ ・別契約の施工上密接に関連する工事と調整

連工事 (1.1.7) 　する。

第2条

疑義に対す 疑義に対す ・設計図書の内容 1.1.8 ○ ○ ○

る協議等 る協議 ・現場の納まり、取合い等 (1.1.8)

○ ○

・設計図書及び契約条件の不備による場合 ○ ○

　は、設計担当者、別契約の関連工事の担当

　職員等との協議に参加する。

・条件変更等 第19条

・工事下請負届の内容を把握し、適正である
ことを確認する。

・設計図書の内容を検討し、その結果を報告す
る。

・検討結果の報告を受け、検討された内容を
受理する。

・請負者等が設計図書の内容に疑義を持ち、
又は現場の納まり等で、設計図書によること
が困難若しくは不都合であるとして協議を求
められた場合は、これに応じ、関係者と調整
する。

・設計図書及び契約条件の不備による場合
は、設計担当者、別契約の関連工事の担当職
員等を含め、協議を行う。

・契約約款第19条第１項の各号のいずれかに
該当する事実を発見したとき、又は請負者か
ら当該事実を発見した旨の報告があったとき
は、直ちに調査を行い、その内容を確認した
うえ、所管事業課長に報告し、指示を受け
る。

・愛知県の様式の内容を把握する。 ・書式（提出部数を含む）は、愛知県の様式
によるほか、監督員の指示による。

・施工体制報告書の内容を確認し、その結果を
報告する。

・確認結果の報告を受け、確認された施工体
制報告書を受理する。

・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律」に基づき、内容が「建設業
法」に従っているかを把握する。

・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律」に基づき、内容が「建設業
法」に従っているかを把握する。

・適用事業標識掲示を確認する。

・提出資料を把握する。

・登録前に、登録内容を確認する。

・各登録期間内に登録されることを証明する
登録資料を確認する。

・全下請けを含め、退職金制度該当者の有無を
書類確認する。

・建設業退職金共済制度該当者がいる場合、購
入枚数、使用枚数を書類確認する。
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工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

(つづき) (つづき) 設計図書の ・協議により、設計図書の訂正又は 1.1.8 ・指示・協議書 ○ ○ ・変更設計図書の内容を把握する。

一般事項 疑義に対す 訂正、変更 　変更を行う場合 (1.1.8)

る協議等 ・協議により、設計図書の訂正又は 1.1.8 ・指示・協議書 ○ ○ ○ ○

　変更を行わない場合 (1.1.8)

1.2.4

(1.2.4)

工事の一時 ・埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文 1.1.9 ・状況調査報告書 現場状況 ○ ○ ○ ○

中止に係る 　化財が新たに発見された場合 (1.1.9)

事項 ・別契約の関連工事の進捗が遅れた場合

・工事着手後周辺環境問題が発生し

　た場合 ○ ・措置について請負者等へ指示する。

・第三者又は工事関係者の安全を確 　

　保する場合

・工事用地等の明渡し 第17条

・工事の中止 第21条

工期の変更 ・関係資料の提出 1.1.10 ・変更工程表 変更理由 ○ ○ ○ ・工期変更の協議に必要な資料を受理する。

に係る資料 (1.1.10) ・工期延長願 の状況写 （設計担当者、計画担当者と協議する。）

の提出 ・工期算出根拠 真 ○ ・受理した資料の内容について、工事の工程

○ ○ 　や施工体制が的確に反映されているかを

　把握する。

・履行遅滞 第42条

・契約の解除 第43条

第43条の2

第43条の3

・契約解除に伴う引渡し 第46条

様式6

特許権等 ・特許権等の出願 1.1.11 ・特許出願書類(写) ○ ○ ・出願しようとするものについて請負者

(1.1.11) 　等からの協議に応じ、総括監督員に報

　告する。

文化財その ・文化財その他の埋蔵物の状況 1.1.12 ・状況調査報告書 現場状況 ○ ○ ○ ○

他の埋蔵物 (1.1.12)

○ ・措置について請負者等へ指示する。

・報告を受け、出来形報告書を作成し、所管
事業課長に報告する。

・出願しようとするものについての協議に参加
する。

・状況調査報告書の内容を把握し、その内容を
報告する。

・文化財その他の埋蔵物が発見された場合
は、把握結果の報告を受け、把握された状況
調査報告書を受理し、総括監督員や関係者と
調整する。

・契約が解除された場合においては、出来形
数量報告書を作成し、報告する。

・工事の完成、設計図書の変更等によって工
事用地等が不用となった場合において、請負
者が、その所有又は管理する仮設物その他の
物件を、正当な理由なく、当該工事用地等か
ら撤去せず、又は当該工事用地等の修復若し
くは取片付けを行わないときは、所管事業課
長に報告する。

・工事用地等の確保ができないため、又は天
災等の請負者の責に帰すことができないもの
により、工事目的物等に損害を生じ若しくは
工事現場の状態が変動したため、工事が施工
できないと認められるときは、直ちに所管事
業課長に報告し、指示を受ける。

・設計担当者、計画担当者との協議に参加す
る。

・工期変更の協議に必要な資料の内容につい
て検討し、その結果を報告する。

・請負者の責に帰すべき事由により工期内に
工事を完成することができないと認められる
ときは、所管事業課長に報告する。

・契約約款第43条第１項、第43条の２第１項
又は第43条の３第１項の各号のいずれかに該
当すると認められるときは、所管事業課長に
報告する。

・変更設計図書の内容を把握する。

・設計図書の内容を検討・協議した工事打合せ
書の内容を確認し、その結果を報告する。 ・確認結果の報告を受け、確認された工事打

合せ書を受理し、指示事項、協議事項等の記
録を把握する。

・状況調査報告書の内容を確認し、その結果を
報告する。

・一時中止が必要となった場合、確認結果の
報告を受け、確認された状況調査報告書を受
理し、総括監督員や関係者と調整する。

・暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地
すべり，落盤，火災，騒乱，暴動その
他の自然的又は人為的な事象で，受注
者の責めに帰すことができないものに
より，工事目的物等に損害を生じた場
合又は工事現場の状態が変動した場合
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工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

工事関係 実施工程表 実施工程表 ・提出時期（着工前） 1.2.1 ・実施工程表 ○ ○ ○ ○

図書 ・内容検討 (1.2.1)  （概成工期が特記され

　た場合は明記）

○ ○ ・関連する工事のある場合は、他の監督員

　との調整を行い、必要な指示をする。

○ ○ ・変更する必要が生じた場合、変更内容の検

　討を請負者等に指示し、提出され

　た変更実施工程表を承諾する。

・工程等の把握 第3条 ・工程表及び工事費内訳明細書の内容を

事務取扱様式21,22 　把握する。

・工期の延長 第22条

実施工程表 ・提出時期 1.2.1 ・週間工程表 ○ ○ ○ ・作成について、請負者等に指示する。

の補足とし ・書式 (1.2.1) ・月間工程表

ての工程表 ・配布先 ・工種別工程表 ○

 （監督員の指示に

　よる）

施工計画書 総合施工計 ・設計図書及び関係法令等との整合 1.2.2 ・総合施工計画書 ○ ○ ○ ○

画書 ・工事概要 (1.2.2)

・施工体系

・工程

・総合仮設計画

・施工上の問題点

・主要工事の施工方針

・管理、自主検査計画

・安全衛生管理、環境保全対策等

工種別の施 1.2.2 ・工種別の施工計画書 ○ ○

工計画書 ・品質計画に係る部分 (1.2.2) ○

○ ○

施工図等 1.2.3 ・施工図 ○ ○ ○ ○

・別契約の施工上密接に関連する (1.2.3) ・現寸図

　工事との納まり部分 ・工作図・製作図等

工事の記録 工事打合せ ・指示事項 1.2.4 ・工事打合せ書 ○ ○ ○ ○

書 ・協議事項 (1.2.4)

工事の全般 ・進捗度 1.2.4 ・実施工程表 ○ ○ ○ ○

的な経過を (1.2.4) （・週間工程表）

記載した書 （・月間工程表）

面

・進捗状況の報告 第12条

様式4、4別紙

・内容を把握し、所管事業課長に報告する。
・請負者からの履行報告に基づき、毎月の進捗
状況を翌月の５日までに、工事が完成したとき
は速やかに、工程報告書により報告する。ただ
し、工期が１月未満の工事又は軽微な工事につ
いてはこの限りでない。

・施工図等を検討し、その結果を報告する。
・検討結果の報告を受け、検討された施工図
等を受理し、承諾する。

・工事打合せ書の内容を確認し、その結果を報
告する。

・確認結果の報告を受け、確認された工事打
合せ書を受理し、指示事項、協議事項等の記
録を把握する。

・実施工程表（週間工程表、月間工程表）に基
づき進捗度を把握し、その結果を報告する。

・把握結果の報告を受け、把握された実施工
程表（週間工程表、月間工程表）を受理し、
工事の進捗度資料を把握する。

・請負者から、天災等又は関連工事の調整へ
の協力その他請負者の責に帰すことができな
い事由により工期内に工事を完成することが
できない旨の報告があったときは、その実情
を調査し、所管事業課長に報告する。

・監督員の指示により作成された工程表を検討
し、その結果を報告する。

・検討結果の報告を受け、検討された工程表
を受理する。

・総合施工計画書を工事の総合的な計画につい
て検討し、その結果を報告する。

・検討結果の報告を受け、検討された総合施
工計画書を受理し、工事の総合的な計画につ
いて把握する。

・工種別の施工計画書の工種別の施工計画につ
いて検討し、その結果を報告する。

・検討結果の報告を受け、検討された工種別
の施工計画書を受理する。・工種別の施工計画書に記載された品質計画に

係る部分を検討し、その結果を報告する。
・検討結果の報告を受け、検討された品質計
画に係る部分の資料を受理し、承諾する。

・実施工程表を検討し、その結果を報告する。 ・検討結果の報告を受け、検討された実施工
程表を受理し、標準工期、天候、製作期間、
作業のバランス、つながり等を承諾する。
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(つづき) (つづき) 試験記録 ・試験結果 1.2.4 ・試験成績書 試験状況 ○ ○ ○ ○

工事関係 工事の記録 (1.2.4)

図書

  (1.4.5、1.5.6参照)

施工の記録 ・施工が適正であることの証明 1.2.4 ・施工の記録 施工状況 ○ ○ ○

工事写真 (1.2.4) ・工事写真

見本等 ・見本

・その他 1)工事の施工により隠ぺいされる部分

・施工報告書 2)一工程の施工が完了した場合

3)施工が適切なことを証明する必要がある場合

4)設計図書に定められた施工の確認を行った場合

・改造義務及び破壊検査 第18条

記録の提出 ・工事記録 1.2.4 ○ ○ ○

(1.2.4)

工事現場 施工管理 施工管理体 ・現場代理人 1.3.1 ・監理技術者資格者証 掲示状況 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

管理 制 ・主任技術者又は監理技術者 (1.3.1)  （写）

・専門技術者 ・監理技術者講習修了 ・施工体制報告書を受理する。

　証（写） ・施工体系図、建設業の許可票の掲示を

・資格証明書（写） 　把握する。

・健康保険被保険者証 ・技術者の専任について把握する。

 （写）  （コリンズ）

・施工体制報告書 ・監理技術者等と工事受注者との直接的

（施工体制台帳)（写） 　かつ恒常的な雇用関係について把握す

（施工体系図)（写）  る。（施工体制を把握する。）

・施工体制の把握 ○ ○ ○ ・確認結果の報告を受け、把握する。

（「施工プロセス」チェックリスト）

施工管理技 ・資格 1.3.2 ・資格証明書(写)等 ○ ○ ○

術者 (1.3.2)

電気保安技 ・資格又は知識及び経験 1.3.3 ・電気保安技術者通知 ○ ○ ○

術者 (1.3.3) 　書

・資格証明書(写)等 ○ ○

・知識及び経験を証明

　する資料

工事用電力 ・資格 1.3.4 ・資格証明書(写) ○ ○ ○

設備の保安 (1.3.4)

責任者

施工条件 施工時間 ・行政機関の休日の工事 1.3.5 ・休日作業願 ○ ○ ○ ○

・施工時間 1.3.5 ・施工時間変更理由書 ○ ○ ○ ○

・資格を証明する資料の内容を確認し、その結
果を報告する。

・確認結果の報告を受け、確認された資格を
証明する資料を受理する。

・請負者等の申し出た理由を把握し、その結果
を報告する。

・設計図書に定めのない場合で、行政機関の
休日に施工を行う場合は、把握結果の報告を
受け、把握された請負者等が申し出た理由を
受理し、承諾する。

・請負者等の申し出た変更理由を把握し、その
結果を報告する。

・設計図書に定められた施工時間の変更をす
る場合は、把握結果の報告を受け、把握され
た工事受注者等が申し出た変更理由を受理
し、承諾する。

・資格又は能力を証明する資料の内容を確認
し、その結果を報告する。

・確認結果の報告を受け、確認された資格又
は能力を証明する資料を受理する。

・電気保安技術者の適用がある場合は、資格を
証明する資料を確認し、その結果を報告する。

・確認結果の報告を受け、確認された資格を
証明する資料を受理する。

・電気主任技術者以外の場合は、知識及び経験
を証明する資料を確認し、その結果を報告す
る。

・電気主任技術者以外の場合は、確認結果の
報告を受け、確認された知識及び経験を証明
する資料を受理し、承諾する。

・施工体系図、建設業の許可票の掲示を

　把握する。

・技術者の専任について把握する。

 （コリンズ）

・監理技術者等と工事受注者との直接的かつ恒
常的な雇用関係について確認する。（施工体制
を把握する。）

・施工に必要なプロセスが適切に施工されてい
るかを「施工プロセス」のチェックリストを用
い確認し、その結果を適宜報告する。

・監督員から請求された工事記録について内容
を確認し、その結果を報告する。 ・確認結果の報告を受け、確認された工事記

録について必要な場合は、請求し受理する。

・建設業法に基づく資格であることの内容を確
認し、その結果を報告する。

・確認結果の報告を受け、確認された建設業
法に基づく資格であることを把握する。

・施工体制報告書を確認する。

1)工事の施工により隠ぺいされる部分

2)一工程の施工が完了した場合

3)施工が適切なことを証明する必要がある場合

4)設計図書に定められた施工の確認を行った場合

・工事の施工部分が、設計図書に適合しない
事実を発見したとき、又は契約書第14条第２
項若しくは第15条第１項から第３項までの規
定に違反した事実を発見したときは、当該施
工部分を改造する又は破壊して検査する必要
について、直ちに所管事業課長に報告し、指
示を受ける。

・試験成績書の内容を確認し、その結果を報告
する。

・施工に際し試験を行った場合、確認結果の
報告を受け、確認された試験成績書を受理
し、承諾する。

  (1.4.5、1.5.6参照)

・施工の記録、工事写真、見本等施工が適切で
あることを証明する記録の内容を確認し、その
結果を報告する。

・確認結果の報告を受け、確認された施工の
記録、工事写真、見本等施工が適切であるこ
とを証明する記録を受理する。
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区　分

工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

(つづき) (つづき) ・施工時間等が定められていない場 1.3.5 ・夜間作業通知 ○ ○ ○ ○

工事現場 施工条件 　合の夜間工事

管理 その他の施 ・特記事項 1.3.5 ･総合施工計画書 ○ ○ ・現場説明書等の特記を把握する。

工条件

品質管理 その他の施 1.3.6 状況写真 ○ ○ ○ ○

工条件 ・品質管理 ・工種別の施工計画書

・材料・施工の確認・検査等 1.2.2 ・試験計画書

(1.2.2) ・試験成績書

・試験又は検査の結果 1.3.6 ○ ○ ・請負者等が疑義を生じ、協議を求

　められた場合はそれに応じる。

・結果に疑義を持った場合は、請負者等

　に対し、説明等を求める。

施工中の安 安全衛生管 ・災害の防止 1.3.7 ・「建設工事公衆災害 ○ ○ ○

全確保 理 ・安全衛生管理体制 (1.3.7) 　防止対策要綱建築工

・緊急連絡体制 　事編」に基づく資料

・防火管理組織 ・「建築工事安全施工

　技術指針」に基づく

　資料

 （現場に掲示）

・安全衛生管理体制表

・緊急時連絡体制

・防火管理組織編成表

・臨機の措置 第27条

工事施工 ・施工方法 1.3.7 ・総合施工計画書 ○ ◎ ○ ○

(1.3.7) ・工種別の施工計画書

○ ○ ○

火気の取扱 ・火気の取扱い 1.3.7 ･総合施工計画書 ○ ○ ○

い (1.3.7)

○

近隣等との ・状況調査 1.3.7 ・状況報告書 状況写真 ○ ○ ○ ・工事の施工上、折衝が必要となった場合に

折衝 ・誠意ある対応 (1.3.7) 　は、事前にその概要の報告を受ける。

・経緯の記録を受理する。

・第三者より説明要求又は苦情があった場合

　は、誠意をもって直ちに対応するよう指導

　する。

・第三者に及ぼした損害 第29条

・火気の取扱いに関し、施工計画書と照合・把
握し、その結果を報告する。

・把握結果の報告を受け、把握された資料を
受理する。

・火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火
災の防止に努めるよう指導する。

・経緯の記録資料の内容を把握し、その内容を
報告する。

・工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした
ときは、その原因、損害の状況等を調査し、
所管事業課長に報告する。

・関係法令等に基づき管理体制を確立し、安
全衛生管理に努めるよう管理を行う。

・関係法令等に基づき管理体制を確立し、安
全衛生管理を行うよう必要に応じ、注意喚起
する。

・災害防止等のために臨機の措置の必要があ
ると認められるとき、又は請負者から臨機の
措置をとるに当たり意見を聴かれたときは、
直ちに、その措置の内容を所管事業課長に報
告し、指示を受ける。

・施工計画書と照合し、その結果を報告する。
・照合結果の報告を受け、照合された施工計
画書との照合報告を受理し、工事箇所並びに
その周辺にある地上及び地下の既設構造物、
既設配管へ支障をきたさないよう必要に応
じ、注意喚起する。

・既設構造物等への影響を避けられないとし
て、請負者等より協議を求められた場合には参
加する。

・既設構造物等への影響を避けられないとし
て、請負者等より協議を求められた場合には
理由を提出させ、関係者と調整する。

・請負者等が疑義を生じ、協議を求められた場
合はそれに参加する。

・結果に疑義を持った場合は、請負者等に対
し、説明等を求める。

・資料の内容を把握し、その内容を報告する。 ・把握結果の報告を受け、把握された資料を
受理する。

・建築基準法、労働安全衛生法その他関係法令
等に定めるところによるほか、「建設工事公衆
災害防止対策要綱建築工事編」に従い、「建築
工事安全施工技術指針」等を参考に、災害及び
事故の防止に努めるよう管理を行う。

・建築基準法、労働安全衛生法その他関係法
令等に定めるところによるほか、「建設工事
公衆災害防止対策要綱建築工事編」に従い、
「建築工事安全施工技術指針」等を参考に、
災害及び事故の防止に努めるよう必要に応
じ、注意喚起する。

・請負者等の申し出た理由を把握し、その結果
を報告する。

・把握結果の報告を受け、把握された請負者
等が申し出た理由を受理し、承諾する。

・現場説明書等の特記に基づく条件を把握す
る。

・設計図書に定めのある施工計画書を確認し、
その結果を報告する。 ・品質計画が適切に行われているかの確認結

果の報告を受け、確認された品質計画を受理
し、必要に応じて検査する。

・品質計画が適切に行われているかを確認し、
その結果を報告する。
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工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

(つづき) 発生材の処 引渡しを要 ・特記事項 1.3.11 ・発生材調書 集積状況 ○ ◎ ○ ○ ○

工事現場 理等 するもの （種別、数量、整理方法、集積場所） (1.3.11)

管理 　 ○

○ ・品目、引渡時期について管理官署と事前

　に協議する。

・現場発生品の引渡し 様式5

再利用を図 ・特記確認 1.3.11 ・発生材調書 搬出状況 ○ ○ ○ ○

るもの （種別、数量、受入場所、処理方法） (1.3.11) ・再生資源利用計画書 受入施設

再資源化を ・再生資源利用促進計

図るもの 　画書

・再生資源利用実施書

・再生資源利用促進実

　 　施書

・設計図書に定められた以外に、発生材の再 ○ ○ ・設計図書に定められた以外に、発生材の再

　利用、資源化及び再生資源の活用について 　利用、資源化及び再生資源の活用について

　、請負者等から協議を求められた場合 　、請負者等から協議を求められた

　は、それに参加する。 　場合は、それに応じる。

その他のも ・処理方法 1.3.11 ・処理報告書 搬出状況 ○ ○ ○ ○

の ・受入場所 (1.3.11) ・マニフェスト集計表 受入施設

・支給材料の引渡し 第16条

交通安全管 ・工事材料及び土砂等の搬送計画 1.3.8 ・総合施工計画書 ○ ○ ○

理 ・通行経路の選定 (1.3.8) ・工種別の施工計画書

・その他車両の通行に関する事項  （詳細は各章参照）

・交通安全管理に努めるよう指導する。

災害時の安 ・人命の安全確保 1.3.9 ・事故報告書 状況写真 ○ ◎ ○ ○

全確保 ・二次災害の防止 (1.3.9) ・処理報告書

・状況調査 （緊急連絡体制）

・一般的損害 第28条

・不可抗力による損害 第30条

施工中の環 周辺環境の ・騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚 1.3.10 ・「建設副産物適正処 ○ ◎ ○ ○ ・関係法令等に従い、施工の各段階において

境保全等 保全 　染、水質汚濁等 (1.3.10) 　理推進要綱」に基づ 　、周辺環境保全に努めるよう指導する。

　く資料

・総合施工計画書

・周辺環境の保全状況を確認し、その結果を報
告する。

・確認結果の報告を受け、確認された周辺環
境の保全状況を受理する。

・交通安全管理に関する資料の内容を施工計画
書と照合及び確認し、その結果を報告する。

・確認結果の報告を受け、確認された交通安
全管理に関する資料を受理する。

・事故調査報告書の内容を確認し、その結果を
報告する。

・災害等が発生したときは、確認結果の報告
を受け、確認された事故調査報告書を受理
し、上司（総括監督員）、所管事業課長及び
関係者へ報告する。

・工事目的物の引渡し前に、工事目的物等に
損害が生じたときは、その原因、損害の状況
等を調査し、所管事業課長に報告する。

・天災等の不可抗力により工事目的物等に損
害が生じたときは、直ちに調査を行い、損害
の状況を確認し、その結果を所管事業課長に
報告する。

・所定の再資源化施設への搬入を確認した
後、発生材調書を受理する。

・建設リサイクルデータ統合システムへの登
録を把握する。

・処理報告書を確認し、その結果を報告する。 ・確認結果の報告を受け、確認された処理報
告書を受理し、処理方法等を関係法令に照ら
し、内容を把握する。

・支給材料の引渡し時の検査において、その
品名、数量、品質又は規格が設計図書の定め
と異なり、又は使用に適当でないと認められ
るときは、直ちに所管事業課長に報告し、指
示を受ける。

・発生材調書を確認し、その結果を報告する。

工事施工に伴い現場で発生した物件のうち、
引渡しを要すると設計図書に定められたもの
は、発生物件調書により所管事業課長に報告
する。

・発生材調書等を確認し、その結果を報告す
る。

・確認結果の報告を受け、確認された発生材
調書等を受理する。

・発生材の再利用、再生資源の活用に関する
設計図書の把握を行う。

・施工と設計図書等を照合し、その結果を報告
する。

・整理方法、集積場所を指示し、確認結果の
報告を受け、確認された発生材調書を受理す
る。・品目、引渡時期について管理官署との事前の

協議に参加する。
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工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

(つづき) (つづき) 化学物質等 ・JIS Z 7253による安全データシート 1.3.10 ・工種別の施工計画書 ○ ◎ ○ ○

工事現場 施工中の環 安全データ  (ＳＤＳ)の常備　 (1.3.10)  （詳細は各章参照）

管理 境保全等 シート ・記載内容の周知徹底

・作業者の健康、安全の確保及び環

　境保全

イメージア ・作業環境の改善 1.3.10 ・総合施工計画書 活動状況 ○ ◎ ○ ○

ップ ・作業現場の美化 (1.3.10)

養生 ・既存施設部分 1.3.12 ・工種別の施工計画書 ◎ ○ ○

・工事目的物の施工済み部分等 (1.3.12)

後片付け ・工事完成時 1.3.13 ・工種別の施工計画書 ◎ ○ ○ ○

(1.3.13)

材　料 環境への配 ・環境負荷低減への配慮 1.4.1 ・工種別の施工計画書 ○ ◎ ○ ○ ○

慮 ・揮発性有機化合物含有の有無 (1.4.1) ・品質証明書

・材料へのアスベスト含有の有無 ・規格証明書

・ＳＤＳ

材料の品質 1.4.2 ・品質証明書 ○

等 ・品質及び性能の証明 (1.4.2) ・性能証明書

・規格品の証明 ・規格証明書

・工事材料の品質及び検査（確認） 第14条

様式2

・調合を要する材料 1.4.2 ・調合表等 ◎ ○ ○

・見本（材質、仕上げの程度、色合 1.4.2 ・見本(提出又は提示) ○ ○ ○ ○

　等） (1.4.2) 　

○ ○ ○ ・色、柄等については、設計担当者等と協議

　し、指示する。

・設計図書に定められた規格等が改 1.4.2 ○ ○ ・関係者と調整する。

　正された場合 (1.4.2)

1.1.8

(1.1.8) 　

材料の搬入 ・搬入報告（品質、性能） 1.4.3 ・品質証明書 搬入写真 ○ ◎ ○ ○ ○

(1.4.3) ・性能証明書

・規格証明書

・搬入報告（数量） 1.4.3 ・材料搬入報告書 搬入写真 ○ ◎ ○ ○ ○

(1.4.3)

・工事材料と材料搬入報告書を照合し、その結
果を報告する。

・工事材料の搬入ごとに照合結果の報告を受
け、照合された材料搬入報告書を受理し、内
容を検査する。

・提出又は提示された工事材料の見本を材質、
仕上の程度等について設計図書等と照合し、そ
の結果を報告する。

・見本は、あらかじめ照合結果の報告を受
け、照合された見本（材質、仕上の程度等）
の照合報告を受理し、承諾する。

・色、柄等については、設計担当者等との協議
に参加する。

・設計図書の内容を把握する。

・工事材料と各報告書を照合し、その結果を報
告する。

・工事材料の搬入ごとに照合結果の報告を受
け、照合された各報告書を受理し、内容を検
査する。

・工事材料及び仕上げ見本と品質性能を証明す
る資料を照合し、その結果を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された品質、
性能を証明する資料を受理する。(再生材も
同様)

・工事に使用する材料の確認は、工事現場へ
の搬入に先立ち、請負者から使用資材（機
材）一覧表を提出させて行う。この場合必要
があるときは、当該材料が、設計図書に定め
る品質及び性能を有することの証明となる資
料を提出させたうえ、その使用を承諾する

・工事材料及び仕上げ見本と調合表等を照合
し、その結果を報告する。

・調合を要する材料は調合に先立ち、照合結
果の報告を受け、照合された調合表等を受理
する。

・工種別の施工計画書と照合し、その結果を報
告する。

・照合結果の報告を受け、照合された工種別
の施工計画書との照合報告を受理し、設計図
書のグリーン調達物品について、記載されて
いる内容を把握する。

・設計図書のグリーン調達物品について、記載
されている内容を報告する。

・揮発性有機化合物の放散による健康への影響
に配慮するよう管理を行う。

・揮発性有機化合物の放散による健康への影
響に配慮するよう指導する。

・アスベスト含有建材を使用していないことを
報告する。

・アスベスト含有建材を使用していないこと
を把握する。

・作業環境の改善、作業現場の美化に努めるよ
う施工計画書と照合及び確認し、その結果を報
告する。

・確認結果の報告を受け、確認された施工計
画書との照合報告を受理し、作業環境の改
善、作業現場の美化に務めるよう指導する。

・既存部及び施工済み部の養生状況を、施工計
画書と照合し、その内容を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された施工計
画書との照合報告を受理し、既存部及び施工
済み部を汚損しないよう養生を行うことを指
導する。

・建物内外の後片付け、清掃状況を施工計画書
と照合及し、その内容を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された施工計
画書との照合報告を受理し、建物内外の後片
付け、清掃を行うことを指導し、把握する。

・施工計画書と照合し、その内容を報告する。 ・施工計画書との照合報告を受理し、ＳＤＳ
を現場で常備し、周知徹底に努めるよう指導
する。

・ＳＤＳを現場で常備し、周知徹底に努めるよ
う確認し、その結果を報告する。

　＊「特定測定物質」ホルムアルデヒド、トル
エン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

＊「特定測定物質」ホルムアルデヒド、トル
エン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン
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工事監督業務表

１章　一般共通事項
※｢立会い｣欄　(○)は必要に応じて実施することを意味する
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標仕等
当該項目
(公住共

仕)
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承
諾

工事監理業務委託契約が締結された場合の
監督員の監督実施方法

そ
の
他

工　　事　　監　　理　　要　　領
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加
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整

立
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そ
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他

監　　督　　要　　領
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書
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確
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協
議
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示

区　分

工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

(つづき) 材料の検査 1.4.3 ・試験成績書 ○

材　料 等 ・品質 1.4.4 ・規格証明書

・数量 (1.4.4) ・品質証明書

・性能 ・性能証明書

・建築材料・設備機材 　(規格品は対象から除く。)

　等品質性能評価書 ○ ・合格した材料は、以後、原則として抽出検

　(写) 　査とする。

○ ・工事に使用することが適当でない材料は工

　事現場外への搬出を指示する。

材料の検査 ・試験計画書 1.4.5 ・試験計画書 ○ ○ ○

に伴う試験 (1.4.5)

○

・試験場所 1.4.5 ・試験計画書 ○ ○ ○ ○

(1.4.5)

・試験の実施 1.4.5 ・試験成績書 試験状況 ○

(1.4.5)

・原則、立会う。

・試験の結果 1.4.5 ・試験成績書 試験状況 ○ ○ ○ ○

1.2.4

(1.2.4)

材料の保管 ・保管の方法 1.4.6 ・工種別の施工計画書 状況写真 ○ ◎ ○ ○

(1.4.6)

施　工 施　工 ・施工内容 1.5.1 ・施工報告書 施工状況 ○

・コンクリート打込み部分等 (1.5.1)

・コンクリート打込み等で設備等が隠ぺいと

　なる部分を施工する場合は、別契約の関連

　工事の施工検査が完了するまで、当該部分

　の施工を行わないよう指導する。

技能士 ・特記確認（適用する技能検定の職 1.5.2 ・資格証明書(写) 指導状況 ○ ○ ○ ○

技能資格者 　種及び作業の種別） (1.5.2) ・工事経歴書 作業状況

1.5.3

・資格、技量 (1.5.3) ・資格者の写真等

一工程の施 確認及び報 ・施工の確認者及び監督員への報 1.5.4 ・現場代理人等通知書 ○ ○ ○ ○

工の確認及 告を行う者 　告者の資格要件 (1.5.4) ・資格者証（写）

び報告

確認及び報 ・施工の報告 1.5.4 ・施工報告書 施工状況 ○ ◎ ○ ○ ○

告の実施 (1.5.4) 　(計測記録)

施工の検査 監督員の 1.5.5 ・施工報告書 施工状況 ○

等 検査 監督員の検査を受ける場合 (1.5.5)

・設計図書に定められた場合 ・検査に立会う

・一工程の施工が完了した場合

・指示した工程に達した場合
・検査する工程を指示し、照合結果の報告を
受け、照合された施工報告書を受理し、施工
報告書に合致していることを検査する。

・合格した工程と同じ材料及び工法により施
工した部分は、以後、原則として抽出検査と
する。

・資格（主任技術者、監理技術者等）、経歴等
を証明する資料を把握し、その結果を報告す
る。

・把握結果の報告を受け、把握された資格
（主任技術者、監理技術者等）、経歴等を証
明する資料により受理し、承諾する。

・完了した一工程の施工が、設計図書に適合す
ることを施工報告書と照合し、その結果を報告
する。

・照合結果の報告を受け、照合された施工報
告書を受理し、完了した一工程の内容を把握
する。

・監督員の検査を受ける場合、施工と施工報告
書を照合し、その結果を報告する。

・監督員の検査を受ける場合、検査請求を受
け、所定の期間内に行う。

・設計図書、施工計画書、実施工程表、施工
図、製作図等に従っているかを施工内容と施工
報告書を照合し、その結果を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された施工報
告書を受理し、設計図書、施工計画書、実施
工程表、施工図、製作図等に従っているか把
握する。

・資格又は能力を証明する資料を把握し、その
結果を報告する。

・把握結果の報告を受け、把握された資格又
は能力を証明する資料を受理する

・技能士の適用がある場合は、資格を証明する
資料を確認し、その結果を報告する。

・試験成績書と試験計画書を照合し、その結果
を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された試験成
績書を受理し、試験計画書に合致しているこ
とを検査する。

・工事材料の試験成績書を設計図書等と照合
し、その結果を報告する。 ・照合結果の報告を受け、照合された試験成

績書を受理し、承諾する。

・搬入材料が変質等しないよう保管されている
かを施工計画書と照合し、その結果を報告す
る。 ・照合結果の報告を受け、照合された施工計

画書との照合報告を受理し、搬入材料が変質
等しないよう保管することを指導する。

・試験計画書を検討し、その結果を報告する。
・検討結果の報告を受け、検討された試験計
画書を受理する。

・設計図書に定めがない場合の試験方法を承
諾する。

・試験計画書に記載された試験場所を確認し、
その結果を報告する。 ・確認結果の報告を受け、確認された試験計

画書を受理し、承諾する。

・工事材料が施工計画書等に合致しているか照
合し、その結果を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された材料搬
入報告書を受理し、施工計画書等に合致して
いることを検査する。
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１章　一般共通事項
※｢立会い｣欄　(○)は必要に応じて実施することを意味する
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標仕等
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諾

工事監理業務委託契約が締結された場合の
監督員の監督実施方法

そ
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他

工　　事　　監　　理　　要　　領
参
加
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整
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そ
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監　　督　　要　　領
検
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書

類
確
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立会確認
協
議

指
示

区　分

工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

(つづき) (つづき) 見本施工 ・特記確認（実施の有無） 1.5.5 ・施工報告書 施工状況 ○ ◎ ○ ○ ○

施　工 施工の検査 ・仕上り程度等 (1.5.5)

等

施工の検査 ・試験計画書 1.5.6 ・試験計画書 ○ ○ ○

等に伴う試 (1.5.6)

験 1.4.5 ○ ・設計図書に定めがない場合の試験方法を承

(1.4.5) 　諾する。

・試験場所 1.5.6 ・試験計画書 ○ ○ ○ ○

(1.5.6)

1.4.5

(1.4.5)

・試験の実施 1.5.6 ・試験計画書 試験状況 ○

(1.5.6) ・試験成績書

1.4.5

(1.4.5) ・原則、立会う。

・試験の結果 1.5.6 ・試験成績書 試験状況 ○ ○ ○ ○

施工の立会 ・設計図書に定められた場合 1.5.7 ・立会い請求 施工状況 ◎ ◎ ○ ○ ○ ・設計図書に定められた場合、立会い請求を

い等 ・指示を行った場合 (1.5.7) ・施工計画書 　受理し、立会日時を指示する。

・施工図 ( ○ ) ・原則、立会う。

○ ・施工計画書及び施工図に合致しているこ

　とを検査する。

・工事施工の立会い等 第15条

工法の提案 ・所要の品質及び性能の確保が可能 1.5.8 ・工法提案資料 ○ ○ ○ ○

　な工法 (1.5.8) ・品質証明書

・環境の保全に有効な工法 ・性能証明書

化学物質の 測定・確認 ・特記事項確認 1.5.9 ・測定実施計画書 測定状況 ○ ○ ○

濃度測定 及び報告の  （測定物質、測定方法、測定対象室 (1.5.9) ・測定結果報告書

実施 　、測定箇所数） ・放出量証明書

工事検査 工事検査 ・完成時期 1.6.1 ・完成通知書 ○ ○ ○ ・工事受注者からの通知を受理し、必要

及び技術 ・部分払請求時期 (1.6.1) ・指定部分完成通知書 　な用件を満たしているか把握する。

検査 ・指定部分完成時期 ・既済部分確認請求書 ○ ・部分払いの場合は、出来形部分等の算出方

・技術提案の履行確認 (・技術提案実施確認   法について指示する。

 書) ○ ・契約書及び設計図書に合致していることを

　検査職員の行う検査に先立ち、把握する。

・完了検査 第33条

事務取扱様式78

・部分使用 第35条

様式7

・工法を提案した資料を確認し、関係者との協
議に参加する。

・確認結果の報告を受け、確認された工法を
提案した資料を把握し、関係者と協議する。

・測定結果報告書を確認し、その結果を報告
する

・検査に立会う。

・完了届の提出があったときは、設計図書に
示す工事（監督員が指示した事項を含む。）
及び設計図書に定められた工事関係図書の整
備がすべて完了していることを確認する。

・工事目的物の引渡し前にその全部又は一部
を使用する必要が生じたときは、出来形報告
書を作成し、所管事業課長に報告する。

・契約後ＶＥ提案として受理可能か内容を把
握し、契約後ＶＥ審査委員会へ諮る。

・特記事項（測定物質、測定方法、測定対象
室、測定箇所数）と測定実施計画書を照合し、
その結果を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された測定実
施計画書及び測定結果報告書を受理する。

・試験計画書に記載された試験場所を把握し、
その結果を報告する。

・把握結果の報告を受け、把握された試験場
所を受理し、承諾する。

・完了した試験の試験成績書を設計図書等と照
合し、その結果を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された試験成
績書を受理し、承諾する。

・施工報告書と設計図書等を照合及び確認し、
その結果を報告する。

・設計図書において、監督員の立会いのうえ
施工するものと指定された工事について、若
しくは監督員の立会いのうえ調合するものと
指定された工事材料について、又は調合につ
いて見本検査を受けるものと指定された工事
材料については、立会い又は見本検査を行う

・試験と設計図書等を照合及び確認し、その結
果を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された試験成
績書を受理し、試験計画書に合致しているこ
とを検査する。

・試験成績書と試験計画書を照合し、その結果
を報告する。

・仕上り程度等の判断のできる見本施工と、施
工報告書を照合し、その結果を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された仕上り
程度等の判断のできる見本施工を受理し、承
諾する。

・試験計画書を検討し、その結果を報告する。 ・検討結果の報告を受け、検討された試験計
画書を受理する
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(つづき) (つづき) ・中間前払金 第36条

工事検査 工事検査 事務取扱様式85、84

及び技術 様式6

検査

・部分払い 第38条

事務取扱様式89

様式6

・部分引渡し 第39条

事務取扱様式66

・検査職員への協力

技術検査 ・完成時期 1.6.2 ○ ○ ・請負者からの通知を受理し、必要

・部分払請求時期 1.6.1 　な用件を満たしているか把握する。

・指定部分完成時期 (1.6.1) ○ ・部分払いの場合は、出来形部分等の算出方

・特記された場合（中間技術検査）   法について指示する。

・発注者が特に必要と認めた場合 ・工事の実施状況・出来形・品質及び出来ば

 （事故等） 　えについて技術的な評価を行う。

・中間検査 第32条

官公署その建築確認検査 ・検査記録書 ○ ○ ○ ( ○ )

他関係機 消防検査その

関の検査 他必要な検査

完成図等 完成時の提 完成図 ・特記事項 1.7.1 ・完成図（原図及びそ ○ ○ ○ ○ ・所定の完成図を受理し、完成時の状態が適

出図書 ・種類及び記入方法内容 1.7.2 　の複写図（２部)) 　切に表現されているか把握する。

・様式等（作成方法、原図のサイズ) (1.7.2) ・CADデータ ・愛知県電子納品運用ガイドライン（案）

・CADデータの提出の有無  （電子納品データ） 　に基づいているか把握する。

・提出部数

・電子納品要領

施工図 ・種類及び記入内容 1.7.1 ・施工図（原図が提出 ○ ・施工図を確認し、その結果を報告する。 ○ ○ ○ ・承諾をした所定の施工図を受理する。

・承諾の有無 1.7.2 　できない場合は、原 ・愛知県電子納品運用ガイドライン（案）

・原図であること (1.7.2) 　図に代わる図） 　に基づいているか把握する。

・様式等（作成方法、原図のサイズ） ・CADデータ

・CADデータの提出の有無

施工計画書 ・種類 1.7.1 ・施工計画書 ○ ・承諾をした所定の施工計画書を受理する。

・承諾の有無（品質計画に係る部分） 1.7.2

(1.7.2) 　

・検査に立会い、検査記録書と照合し、その結
果を報告する。

・照合結果の報告を受け、照合された検査記
録書について受理する。又、必用に応じて検
査に立ち会う。

・完成図を確認し、その結果を報告する。

・中間前払金支払認定請求書の提出があった
ときは、工程表、工事進捗状況報告書及び出
来形報告書を添付のうえ、中間前金払認定
（非認定）調書を作成し、所管事業課長に報
告する。

・出来形検査請求書の提出があったときは、
出来形報告書を作成する。

・請負者が出来形検査請求書を提出した場合に
おいては、出来形数量報告書を作成し、報告す
る。

・指定部分完了届の提出があったときは、当
該指定部分について、設計図書に示す工事
（監督員が指示した事項を含む。）及び設計
図書に定められた工事関係図書の整備が完了
していることを確認する。

・検査職員から、工事検査の立会い、工事成
績評定表の作成、検査職員が指示した補正事
項の完了の確認、工事に関する資料の提出そ
の他の検査に係る協力を求められたときは、
これに応じる。

・工程が中間検査を実施する段階に達したと
きは、その時期までに完成した部分につい
て、設計図書に示す工事（監督員が指示した
事項を含む。）及び設計図書に定められた工
事関係図書の整備が完了していることを確認
する。
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工事監督業務表

１章　一般共通事項
※｢立会い｣欄　(○)は必要に応じて実施することを意味する

試
験

目
視

計
測

提
出

受
理

検
査

報
告

項　目 細　目 要　　　　点

標仕等
当該項目
(公住共

仕)

資　　　　料 写　真
承
諾

工事監理業務委託契約が締結された場合の
監督員の監督実施方法

そ
の
他

工　　事　　監　　理　　要　　領
参
加

備　考
調
整

立
会
い

そ
の
他

監　　督　　要　　領
検
討

書

類
確

認

立会確認
協
議

指
示

区　分

工　　事　　監　　理　　内　　容  工事受注者 提出資料 （工事監理業務委託契約による）工事監理の実施方法

(つづき) (つづき) 保全に関す ・建築物等の利用に関する説明書 1.7.1 ・建築物等の利用に関 ○ ○ ○ ・資料の作成にあたっては、請負者等

完成図等 完成時の提 る資料 ・機器取扱い説明書 1.7.3 　する説明書 　と記載事項の協議を行う。

出図書 ・機器性能試験成績書 (1.7.3) ・機器取扱い説明書 ・所定の保全に関する資料を受理する。

・官公署届出書類 ・機器性能試験成績書 　

・主要な材料、機器一覧表 ・官公署届出書類 ・提出時に、請負者等から説明を受ける。

・提出部数（２部（特記確認）） ・主要な材料、機器一

　覧表 ・施設管理者へ説明を行う。

・予備品等引渡し通知

　書

工事関係図 ・工事検査に必要な書類等作成、確認をする。

書の整理

完成写真 ・撮影箇所 － ・完成写真 ○ ・設計図書に記載されている事項を把握

・枚数 　する。

・原版の大きさ ○ ・撮影箇所の詳細について指示する。

・部数

○ ・完成写真の写り具合等を把握する。

その他 ・近隣等との協議事項 － ・近隣等の折衝に関す ○ ○ ○ ・近隣等と折衝があった場合は、協議書等を

　る協議書等 　受理し、その内容について、施設管理者へ

　説明を行う。

監理業務 業務報告書 ○ ［監督員は業務報告書を受理する。］

・近隣等と折衝があった場合は、協議事項の内
容を確認し、その結果を報告する。

建築工事監
理業務委託
共通仕様書

・業務報告書及び監督員が指示した書類等の整
備を行い、監督員に提出する。

建築工事監
理業務委託
特記仕様書

・資料の作成にあたっては、工事受注者等と記
載事項についての協議に参加する。

次の簿冊及び書類等を備え付け、これを整理
する。
・設計図書及び契約書の写し
・工程表、工事費内訳明細書、現場代理人・
監理技術者・主任技術者・専門技術者通知
書、工事下請負届その他の事務取扱に定める
書類
・使用資材（機材）一覧表、工事監督記録
簿、指示・協議書、工程報告書、発生物件調
書及び火災保険その他の損害保険加入届出書
その他のこの要領に定める書類
・愛知県建設副産物リサイクルガイドライン
実施要綱その他の要綱等に基づき、設計図書
に定めるところにより、請負者から提出され
た書類
・電子媒体に記録された工事写真
・施工図等
・「施工プロセス」のチェックリスト
・施工体制台帳、施工体系図
・工事検査に必要な書類
・その他工事施工に関する書類
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建築工事監督要領（別添２） 

「施工プロセス」のチェックリスト（建築版） 
１．工 事 名                工 事 
２．工  期     年 月 日～    年  月  日 
３．監理受託者                   
４．施工業者                                                        監督職員等氏名：                

①「施工プロセス」のチェックリストは、工事標準仕様書、工事特記仕様書、施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き（案）【第10版】、愛知県公共工事請負契約約款（建築工事用）等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工さ
れ ているかを監督職員等（委託監理の場合：工事監理受託者、直接監理の場合：専任監督員）が確認する。 
②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がＯＫであれば□にレマークを記入し、ＯＫでなければ、工事監督記録簿に指示事項や是正状況等を記録し、備考欄にその頁数等を記入する。 
③用語の定義について  契約後：当初契約後、 変更後：工期内に行う契約変更後とする。 

考

査

項

目

細

別

確 認 項 目 チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

                   （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 備                         考 
１．該当の有無 

２．指示事項及びその是正状況等を記載した工

事監督記録簿の頁数等

着手前 施  工  中 完成時

１

施
工
体
制

Ⅰ

施
工
体
制
一
般

○実施工程表 
・工事着手に先立ち、実施工程表が提出さ
れ、監督職員の承諾を受けた。 

（着手前・変更時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○コリンズ登録

（請負代金額

500万円以上の

建設工事） 

・事前に監督員の確認を受け、契約締結後
等の10日以内に登録された。 
              （受注、変更、竣工時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○品質証明 ・工事途中及び検査時の事前に品質確認を
行い、その結果を所定の様式により提出し
た。                   （検査の前等） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・（品質証明制度適用の場合） 
品質証明は、出来高、品質及び写真管理
等、工事全般にわたり適切（数量も含む）
に実施した。      （品質証明実施時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○建設業退職金

 共済制度等 

・掛金収納書の写し等を契約締結後１ヶ月
以内に提出した。 
                （契約後、増額変更後） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・「建設業退職金共済制度適用事業主工事
現場」の標識が現場に掲示されている。 
             （施工時１回程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・労災保険関係の項目が現場の見やすい場
所に掲示されている。（施工時１回程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・建設業退職金共済証紙の配布を「証紙貼
付状況報告書」等により適切に管理してい
る。          （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○工事費内訳明
細書 

・契約締結後14日以内に、所定の様式で提
出した。（契約後、変更後）・・・特記仕
様書に工事費内訳明細書提出の対象と明示
された工事 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○施工体制台帳

施工体系図 

・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、
同一のものを提出した。社会保険等の加入
状況等を確認した。 
               （施工時１回／月程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・施工体制台帳に下請負契約書（写）及び
再下請負通知書を添付している。 
       （施工時の当初、変更時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・下請負契約書に必要な事項が記入されて
いる。    （施工時の当初、変更時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

（１／４）



建築工事監督要領（別添２） 

「施工プロセス」のチェックリスト（建築版） 

考

査

項

目

細

別

確 認 項 目 チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

                   （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 備                         考 
１．該当の有無 

２．指示事項及びその是正状況等を記載した工

事監督記録簿の頁数等

着手前 施  工  中 完成時

１

施
工
体
制

Ⅰ

施
工
体
制
一
般

○施工体制台帳

施工体系図 

  （続き） 

・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆
の見やすい場所に掲げている。 
        （施工時１回／月程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・施工体系図に記載のない建設業者が作業
していない。   （施工時１回／月程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・施工体系図に記載されている主任技術者
及び施工計画書に記載されている技術者が
本人である。 （施工時の当初、変更時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・元請負人がその下請工事の施工に実質的
に関与している。 
       （施工時の当初、変更時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○建設業許可標識
・建設業許可を受けたことを示す標識を公
衆の見やすい場所に設置し、監理（主任）
技術者を正しく記載している。 

（施工時１回程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

Ⅱ

配
置
技
術
者

／

現
場
代
理
人
・
監
理
技
術
者
・
主
任
技
術
者

○現場代理人及

び現場責任者

・現場代理人は現場に常駐している。 
                 (施工時１回／月程度) 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・現場代理人及び現場責任者は、監督員と
の連絡調整及び対応を書面で行っている。 

（施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○専門技術者 

  の配置 

・専門技術者を選任し、配置している。 
           （施工計画時、施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○作業主任者 

  の選任 

・作業主任者を選任し、配置している。 
            （施工計画時、施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○監理技術者・

主任技術者（以

降、監理技術者

等と言う）の専

任制 

・監理技術者資格者証の携帯、内容及び監
理技術者講習修了証の携帯を確認した。 
                            （着手前） 

(  ／  )

□ 

・配置予定技術者、通知による監理技術者
等、施工体制台帳に記載された監理技術者
等と監理技術者証等に記載された技術者及
び本人が同一であった。    （着手前） 

(  ／  )

□ 

・現場に専任している。 
                (施工時 １回／月程度) 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・施工計画や工事に係る工程、技術的事項
を把握し、主体的に係わっていた。 
                   (施工時、打合せ時) 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもっ
て工事を進めている。  （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○下請負者の把握 ・下請負者が愛知県の工事指名競争入札参
加資格者である場合には、指名停止期間中
でない。             （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

（２／４）



建築工事監督要領（別添２） 

「施工プロセス」のチェックリスト（建築版） 

考

査

項

目

細

別

確 認 項 目 チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

                   （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 備                         考 
１．該当の有無 

２．指示事項及びその是正状況等を記載した工

事監督記録簿の頁数等

着手前 施  工  中 完成時

２

施
工
状
況

Ⅰ

施
工
管
理

○設計図書の照
査等 

・契約約款第１９条第１項第１号から第５
号に係わる設計図書の照査を行っている。 
        （着手前、施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・現場との相違事実がある場合、その事実
が確認できる資料を書面により提出して確
認を受けた。    （着手前、施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○施工計画書 ・施工（変更を含む）に先立ち、提出し
た。               （着手前、変更時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・記載内容と現場施工方法が一致してい
る。          （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・記載内容（作業手順書等）と現場施工体
制が一致している。   （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・記載内容が、設計図書・現場条件等を反
映している。    （着手前、変更時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○施工管理 
・工事材料管理

・出来形、 
 品質管理 

・イメージアップ

・工事材料の資料の整理及び確認がされ、
管理している。        （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・品質管理確保のための対策など施工に関
する工夫を書面で確認できる。 
            （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・日常の出来形、品質管理が適時的確に行
われている。      （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・特記仕様書等に定められた事項や独自の
取り組み又、地域等により評価されるもの
がある。        （施工時適時） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○検査（確認を
含む）及び立
会い等の調整

・適切な時期に監督職員等の立合いをもと
めている。       （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・段階確認の確認時期が、適切である。 
                       （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○工事の着手 ・工事の着手に先立ち、実施工程表を提出
した。                 （着手時） 

(  ／  )

□ 

○建設副産物 
 及び 
 建設廃棄物 

・請負者は、産業廃棄物管理票（マニュフ
ェスト）により適正に処理されていること
を確認し、監督職員等に提示した。 
                       （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・再生資源利用計画書及び再生資源利用促
進計画書を所定様式に基づき作成し、施工
計画書に含め提出した。 （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○指定建設機械
類の確認

・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音
型・低振動型建設機械）を使用している。 
          （施工時１回程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

（３／４）



建築工事監督要領（別添２） 

「施工プロセス」のチェックリスト（建築版） 

考

査

項

目

細

別

確 認 項 目 チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

                   （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 備                         考 
１．該当の有無 

２．指示事項及びその是正状況等を記載した工

事監督記録簿の頁数等

着手前 施  工  中 完成時

２

施
工
状
況

Ⅱ

工
程
管
理

○工程管理 ・フォローアップ等を実施し、工程の管理
を行っている。        （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・現場条件変更への対応、地元調整を積極

的に行い、その結果を書類で提出した。 
                       （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・作業員の休日の確保を行った記録が整理
されている。      （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

Ⅲ

安
全
対
策

○安全活動 ・災害防止協議会等を設置し、活動記録が
ある。           （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・店社パトロールを実施し、記録がある。 
        （施工時 １回／月程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・安全・訓練等を実施し、記録がある。 
                  （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・安全巡視、TBM、KY 等を実施し、記録が
ある。           （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・新規入場者教育を実施し、記録がある。 
                 （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・過積載防止に取り組んでいる記録があ
る。                （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・使用機械、車輌等の点検整備等が管理さ
れ、記録がある。（施工時１回／月程度） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・重機操作で、誘導員配置や重機と人との
行動範囲の分離措置がなされた点検記録等
がある。        （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管
理の記録がある。    （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・足場や支保工の組立完了時や使用中の点
検及び管理がチェックリスト等により実施
され、記録がある。   （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・保安施設等の整理・設置・管理が的確で
あり、記録がある。      （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

○安全パトロー

ルの指摘事項

の処理 

・各種安全パトロールでの指摘事項や是正
事項について、速やかに改善を図り、かつ
関係者に是正報告した記録がある。 
                       （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

Ⅳ

対
外
関
係

○関係機関等 ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調
整をした記録がある。  （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・地元住民（入居官署等を含む）等との施
工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦
情対応を適切に行い、記録がある。 

（施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

・隣接工事又は施工上密接に関連する工事
の請負業者と相互に協力を行っている記録
がある。        （施工時適宜） 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

(  ／  )

□ 

（４／４）




